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助成金の申請手続きについて

　助成金の申請手続きは以下の通りとなります。令和７年度から各研修事業に2回まで助成できることとなりましたので、積極的にご活用ください。


	事業名
	金額
	研修事業内容

	就職対策研修事業
	５万円
	対象：在学生
学生支援活動を強化し、同窓会活動活性化に繋がるよう、支部活動を支援するもの。
例：教員採用試験事前学習会 等

	都道府県研修事業
	３万円
	対象：卒業生
卒業生を対象に開催する研修会・講演会など、会員相互の親睦を深めるために、支援するもの。
例：在職教員研修事業・管理職研修事業・競技団体役員研修事業・企業人研修事業・過年度生就職対策事業・総会時における講演会等




●　申請手続きの流れ　（申請書 最終締切日：１月末日　必着）


申請書・計画書の提出　　　　　※事業実施１ヶ月前までに送付してください。

　　　　　↓

同窓会事務局

　　　　　↓

事業実施

　　　　　↓

報告書送付 

　　　　　↓

助成金振込　　　　　※事業終了後、30日以内に速やかに送付してください。
確認後、支部口座に振り込みます。



※　申請時における予算書及び報告時における決算書の提出は必要ありません。助成金は定額とします。



助成金交付要項

（趣  旨）
この要項は、会員相互の資質の向上を図るため、日本体育大学同窓会（以下「本会」という）各都道府県支部同窓会が実施する事業に対しての助成金（以下「助成金」という）の交付に関して必要な事項を定めます。

（対象事業）
対象事業は都道府県同窓会が主催もしくは共催する事業で、次のとおりとします。
（１）在学生支援
    （２）同窓相互研修
    （３）就職対策研修
    （４）その他
　※昨年度に引き続き、Zoom有料IDを契約しております。ご使用の際は、ご相談ください。

（助成金の交付申請）
この助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書（様式１）を日本体育大学同窓会会長（以下「会長」という）に提出してください。
２． 申請件数は研修事業、就職対策事業各々２件とします。
３． 助成金の額は、研修事業については３万円、就職対策事業については５万円の定額とします。
４．　年間計画の中に位置付けられた事業とします。
５．　事業実施一ヶ月前に申請してください。

（対象事業の変更及び中止）
対象事業者は、助成対象事業を変更及び中止しようとするときは、変更及び中止承認申請書（様式２）を会長に提出し、その承認を受けなければなりません。

（実績報告）
対象事業者は、助成対象事業が完了したときは、その日から３０日以内に事業実績報告　書（様式３）を会長に提出しなければなりません。

（その他）
この要項に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は別に定めます。

以上
